
議案第10号　練馬区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 （資料１）

議案第11号　練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用

に関する規則の一部を改正する規則 （資料２）

議案第12号　練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則の一部

を改正する規則 （資料３）

議案第13号　練馬区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 （資料４）

議案第14号　練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する

規則の一部を改正する規則 （資料５）

議案第15号　練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則 （資料６）

議案第16号　練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則 （資料７）

令和6年陳情第4号

旭丘・小竹地区における新たな小中一貫教育校の設置について〔継続審議〕

練馬区教育委員会情報セキュリティ基本方針の策定について （資料８）

　

教育長報告

① 令和８年度組織改正について （参考資料１）

② 令和８年第一回練馬区議会定例会予算特別委員会における質問項目

について （資料９）

③ 今後の特別支援学級の増設について （資料10）

④ 練馬こども園に対する新規補助事業の開始等および私立幼稚園

園児保護者補助金の支給方法の変更について （資料11）

⑤ 第３期練馬区子ども・子育て支援事業計画の代用計画の策定

について （資料12－１～２）

⑥ その他

(1) 教科書採択傍聴会場に関する陳情〔継続審議〕

３ 協　議

(1)
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令和8年3月23日(月)  午前10時00分から

  第 ６ 回教育委員会定例会　案件表



議案第１０号 

 

 

 練馬区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月２３日 

 

   提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 

練馬区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 
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   練馬区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区教育委員会事務局組織規則（平成４年３月練馬区教育委員会規則第１

号）の一部をつぎのように改正する。                    

第２条の表教育振興部の部学務課の款中 

「就学相談係 

特別支援教育係」
を 
「特別支援教育係 

就学相談係  」
に改め、同表こども家庭部の部子育て 

       

       

支援課の款中 

          

「児童館係     

放課後対策第一係 

放課後対策第二係 

放課後対策調整係」

 

 

を 

「こども育成係 

 学童入会係 

 放課後支援係 

 特別支援係 

 事業係 

 事業調整係 」

               

               

に改め、同部保育課の款 

中「公立保育所係」を 
「公立保育所係 

保育施設係 」
に改める。     

第３条第２項の表中「教育振興部教育施策課長」を 
「教育振興部教育施策課長 

 教育振興部教育福祉課 

長」に改め、同条第３項の表教育総務課の部のつぎにつぎのように加える。 

学務課 

 教育福祉担当係長 

 第３条第３項の表子育て支援課の部中「特別支援担当係長」を「施設調整担当

係長」に改める。 

第14条の表教育振興部の部学務課の款学事係の項のつぎにつぎのように加え

る。 

  特別支援教育係 

⑴ 特別支援教育に係る施策の企画、立案および実施に関すること。 

    ⑵ 特別支援教育実施方針に係る事業の調整および進行管理に関するこ

と。 

⑶ 特別支援学級運営費の経理に関すること。 
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⑷ 特別支援学級の宿泊学習に関すること。 

⑸ その他特別支援学級に関すること（課内他の係に属するものを除

く。）。 

   教育福祉担当係長 

    ⑴ 心身障害児童生徒および区立学校への支援に関すること（部内他の

課に属するものを除く。）。 

第14条の表教育振興部の部学務課の款特別支援教育係の項を削り、同表こど

も家庭部の部子育て支援課の款庶務係の項中第６号を第７号とし、第５号のつぎ

につぎの１号を加える。 

    ⑹ 区立児童館（厚生文化会館を含む。）および区立学童クラブの職員

（児童指導および用務の職にある者に限る。）に関すること。 

 第14条の表こども家庭部の部子育て支援課の款児童館係の項から放課後対策調

整係の項までを削り、同款児童手当係の項のつぎにつぎのように加える。 

  こども育成係 

   ⑴ 児童の健全育成に関すること。 

   ⑵ 区立児童館に関すること（課内他の係に属するものを除く。）。 

   ⑶ 課所管施設に関すること（課内他の係に属するものを除く。）。 

  学童入会係 

   ⑴ 区立学童クラブの入会制度および保育料に関すること。 

   ⑵ 学童クラブ保育料の賦課徴収に関すること。 

  放課後支援係 

   ⑴ ねりっこクラブおよび学童クラブの運営に関すること（他の係に

属するものを除く。）。 

   ⑵ 学童クラブの支援調整に関すること。 

   ⑶ 夏休み等居場所づくり事業に関すること。 

   ⑷ 児童館および学童クラブの職員の研修に関すること。 

  特別支援係 

   ⑴ 区立学童クラブの障害児および医療的ケア児の保育に関するこ 

と。 
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   ⑵ 練馬区立貫井学童クラブに関すること。 

  事業係 

   ⑴ ねりっこクラブおよび学童クラブの業務委託契約に関すること。 

   ⑵ 夏休み等居場所づくり事業の業務委託契約に関すること。 

   ⑶ 学童クラブの実施状況調査に関すること。 

  事業調整係 

   ⑴ 認証学童クラブの導入、運用等に関すること。 

   ⑵ 民間学童クラブ事業に関すること。 

   ⑶ 放課後児童健全育成事業の設備および運営の基準に関すること。 

 第14条の表こども家庭部の部子育て支援課の款学校応援団・開放係の項第４号

を削り、同款児童施設係の項第１号中「部」を「課」に改め、同項第２号中「

部」を「課」に改め、「（青少年課に属するものを除く。）」を削り、同項のつ

ぎにつぎのように加える。 

  施設調整担当係長 

    ⑴ ねりっこクラブ実施校における学童クラブ室等の改築・改修工事に

伴う調整に関すること。 

 第14条の表こども家庭部の部子育て支援課の款こども施策担当係長の項第１号

中「子育て支援施策および子育て支援事業の計画に係る総合的な企画」を「子ど

も・子育て支援施策に係る計画の立案」に改め、「連絡」を削り、同項第２号お

よび第３号を削り、同項第４号中「子育て支援策」を「子ども・子育て支援施

策」に改め、「連絡」を削り、同号を同項第２号とし、同項につぎの１号を加え

る。 

    ⑶ 放課後児童対策に係る企画および調整に関すること。 

 第14条の表こども家庭部の部子育て支援課の款こども施策担当係長の項第５号

中「連絡」を削り、同号を同項第４号とする。 

 第14条の表こども家庭部の部保育課の款管理係の項第２号および第３号を削

り、同項第４号を同項第２号とし、同項第５号を同項第３号とする。 

 第14条の表こども家庭部の部保育課の款保育企画担当係長の項につぎの１号を

加える。 
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   ⑶ 保育所等の負担金および補助金に関すること。 

 第14条の表こども家庭部の部保育課の款公立保育所係の項のつぎにつぎのよう

に加える。 

  保育施設係 

   ⑴ 課所管施設の維持管理に関すること。 

第15条の表教育振興部教育施策課長の項のつぎにつぎのように加える。 

教育振興部教育福祉課長 

  ⑴ 特別支援教育に係る施策の企画、立案および実施に関すること。 

  ⑵ 特別支援教育実施方針に係る事業の調整および進行管理に関するこ 

と。 

 ⑶ 心身障害児童生徒および区立学校への支援に関すること。 

 ⑷ 心身障害児童生徒の就学および転退学事務に関すること。 

 ⑸ 特別支援学級に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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令和８年３月23日 

教育委員会事務局 

 

練馬区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

  教育委員会事務局組織について、新たな行政課題に対応するとともに、より効

率的で効果的な事務の執行体制を整備するため所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 教育振興部学務課ならびにこども家庭部子育て支援課、保育課を以下のとお

り改組し、その分掌事務を整理する。 

  ア 教育振興部担当課の新設 

    「教育福祉課」を新設する。 

  イ 教育振興部学務課の改組 

    「教育福祉担当係」を新設する。 

    「就学相談係」および「特別支援教育係」の順を変更する。 

  ウ こども家庭部子育て支援課の改組 

    「児童館係」「特別支援担当係」「放課後対策第一係」「放課後対策第二係」

「放課後対策調整係」を廃止し、「こども育成係」「学童入会係」「放課後支

援係」「特別支援係」「事業係」「事業調整係」「施設調整担当係」を新設する。 

  エ こども家庭部保育課の改組 

    「保育施設係」を新設する。 

 ⑵ その他改正内容 

   こども家庭部こども施策企画課の分掌事務を整理する。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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練馬区教育委員会事務局組織規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（事務局の組織） （事務局の組織） 

第２条 事務局につぎの部、課および係を

置く。 

第２条 事務局につぎの部、課および係を

置く。 

 教育振興部  教育振興部 

  ［略］   ［略］ 

  学務課   学務課 

   ［略］    ［略］ 

   就学相談係    特別支援教育係 

   特別支援教育係    就学相談係 

   ［略］    ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 こども家庭部  こども家庭部 

  子育て支援課   子育て支援課 

   ［略］    ［略］ 

   児童館係    こども育成係 

   放課後対策第一係    学童入会係 

   放課後対策第二係    放課後支援係 

   放課後対策調整係    特別支援係 

   ［新設］    事業係 

   ［新設］    事業調整係 

   ［略］    ［略］ 

  保育課   保育課 

   ［略］    ［略］ 

   公立保育所係    公立保育所係 

   ［新設］    保育施設係 

   ［略］    ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

（部、課および係の長等ならびに担当課長） （部、課および係の長等ならびに担当課長） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 事務局につぎの担当課長を置く。 ２ 事務局につぎの担当課長を置く。 

 教育振興部教育施策課長  教育振興部教育施策課長 

 ［新設］  教育振興部教育福祉課長 
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 ［略］  ［略］ 

３ 事務局につぎの担当係長を置く。 ３ 事務局につぎの担当係長を置く。 

  教育総務課   教育総務課 

   ［略］    ［略］ 

  ［新設］   学務課 

    教育福祉担当係長 

  ［略］   ［略］ 

  子育て支援課   子育て支援課 

   特別支援担当係長    施設調整担当係長 

   ［略］    ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 

（分掌事務） （分掌事務） 

第14条 事務局の部、課、係等の分掌事務

は、つぎのとおりとする。 

第14条 事務局の部、課、係等の分掌事務

は、つぎのとおりとする。 

 教育振興部  教育振興部 

  ⑴～⑷ ［略］    ⑴～⑷ ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

  学務課   学務課 

   ［略］    ［略］ 

   学事係    学事係 

    ⑴～⑷ ［略］     ⑴～⑷ ［略］ 

   ［新設］    特別支援教育係 

     ⑴ 特別支援教育に係る施策の企

画、立案および実施に関するこ

と。 

     ⑵ 特別支援教育実施方針に係る

事業の調整および進行管理に関

すること。 

     ⑶ 特別支援学級運営費の経理に

関すること。 

     ⑷ 特別支援学級の宿泊学習に関

すること。 

     ⑸ その他特別支援学級に関する

こと（課内他の係に属するもの

を除く。）。 
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    ［新設］    教育福祉担当係長 

     ⑴ 心身障害児童生徒および区立

学校への支援に関すること（部

内他の課に属するものを除

く。）。 

   ［略］    ［略］ 

   特別支援教育係    ［削る］ 

    ⑴ 特別支援教育実施方針に係る

事業の調整および進行管理に関

すること。 

 

    ⑵ 特別支援学級運営費の経理に

関すること。 

 

    ⑶ 特別支援学級の宿泊学習に関

すること。 

 

    ⑷ その他特別支援学級に関する

こと（課内他の係に属するもの

を除く。）。 

 

   ［略］    ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 こども家庭部  こども家庭部 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

  子育て支援課   子育て支援課 

   庶務係    庶務係 

    ⑴～⑸ [略]     ⑴～⑸ [略] 

    ［新設］     ⑹ 区立児童館（厚生文化会館を

含む。）および区立学童クラブ

の職員（児童指導および用務の

職にある者に限る。）に関する

こと。 

    ⑹ [略]     ⑺ [略] 

   児童手当係    児童手当係 

    ⑴～⑷ ［略］ 

   児童館係 

    ⑴～⑷ ［略］ 

   ［削る］ 

    ⑴ 児童館に関すること。  

    ⑵ 学童クラブに関すること(課

内他の係に属するものを除

く。)。 
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    ⑶ 児童の健全育成に関するこ

と。 

 

    ⑷ 学童クラブの支援調整に関す

ること。 

 

   特別支援担当係長    ［削る］ 

    ⑴ 区立学童クラブの障害児保育

に関すること。 

 

    ⑵ 練馬区立貫井地区区民館学童

クラブに関すること。 

 

   放課後対策第一係    ［削る］ 

    ⑴ ねりっこクラブの運営に関す

ること。 

 

    ⑵ 学童クラブの入会制度および

保育料に関すること。 

 

    ⑶ 学童クラブ連絡メールおよび

キッズ安心メールに関するこ

と。 

 

    ⑷ 児童館および学童クラブ職員

の研修に関すること。 

 

    ⑸ 練馬区放課後子ども総合プラ

ンに関すること。 

 

   放課後対策第二係    ［削る］ 

    ⑴ ねりっこクラブおよび学童ク

ラブの業務委託契約に関するこ

と。 

 

    ⑵ 業務委託により運営する学童

クラブの運営に関すること。 

 

    ⑶ 放課後児童等の広場事業に関

すること。 

 

   放課後対策調整係    ［削る］ 

    ⑴ 放課後児童対策に係る企画お

よび連絡調整に関すること。 

 

   ［新設］    こども育成係 

     ⑴ 児童の健全育成に関するこ

と。 

     ⑵ 区立児童館に関すること(課

内他の係に属するものを除
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く。)。 

     ⑶ 課所管施設に関すること(課

内他の係に属するものを除

く。)。 

   ［新設］    学童入会係 

     ⑴ 区立学童クラブの入会制度お

よび保育料に関すること。 

     ⑵ 学童クラブ保育料の賦課徴収

に関すること。 

   ［新設］    放課後支援係 

     ⑴ ねりっこクラブおよび学童ク

ラブの運営に関すること（他の

係に属するものを除く。）。 

     ⑵ 学童クラブの支援調整に関す

ること。 

     ⑶ 夏休み等居場所づくり事業に

関すること。 

     ⑷ 児童館および学童クラブの職

員の研修に関すること。 

   ［新設］    特別支援係 

     ⑴ 区立学童クラブの障害児およ

び医療的ケア児の保育に関する

こと。 

     ⑵ 練馬区立貫井学童クラブに関

すること。 

   ［新設］    事業係 

     ⑴ ねりっこクラブおよび学童ク

ラブの業務委託契約に関するこ

と。 

     ⑵ 夏休み等居場所づくり事業の

業務委託契約に関すること。 

     ⑶ 学童クラブの実施状況調査に

関すること。 

   ［新設］    事業調整係 

     ⑴ 認証学童クラブの導入、運用

等に関すること。 

     ⑵ 民間学童クラブ事業に関する
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こと。 

     ⑶ 放課後児童健全育成事業の設

備および運営の基準に関するこ

と。 

   学校応援団・開放係    学校応援団・開放係 

    ⑴～⑶ [略]     ⑴～⑶ [略] 

    ⑷ 外遊びの場の提供事業に関す

ること。 

    ［削る］ 

   児童施設係    児童施設係 

    ⑴ 部所管施設の建設計画に関す

ること。 

    ⑴ 課所管施設の建設計画に関す

ること。 

    ⑵ 部所管施設の維持管理に関す

ること(青少年課に属するもの

を除く。)。 

    ⑵ 課所管施設の維持管理に関す

ること。 

   ［新設］    施設調整担当係長 

     ⑴ ねりっこクラブ実施校におけ

る学童クラブ室等の改築・改修

工事に伴う調整に関すること。 

   こども施策担当係長    こども施策担当係長 

    ⑴ 子育て支援施策および子育て

支援事業の計画に係る総合的な

企画および連絡調整に関するこ

と。 

    ⑴ 子ども・子育て支援施策に係

る計画の立案および調整に関す

ること。 

    ⑵ 次世代育成支援行動計画に関

すること。 

    [削る] 

    ⑶ 児童相談体制の構築に係る企

画および連絡調整に関するこ

と。 

    [削る] 

    ⑷ 子育て支援策に係る事業の企

画および連絡調整に関するこ

と。 

    ⑵ 子ども・子育て支援施策に係

る事業の企画および調整に関す

ること。 

    [新設]     ⑶ 放課後児童対策に係る企画お

よび調整に関すること。 

    ⑸ 幼保一元化に係る企画および

連絡調整に関すること。 

    ⑷ 幼保一元化に係る企画および

調整に関すること。 

  保育課   保育課 

   管理係    管理係 
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    ⑴ ［略］     ⑴ ［略］ 

    ⑵ 保育所等の負担金および補助

金に関すること。 

    ［削る］ 

    ⑶ 電算システムに関すること。     ［削る］ 

    ⑷～⑸ ［略］     ⑵～⑶ ［略］ 

   保育企画担当係長    保育企画担当係長 

    ⑴～⑵ ［略］     ⑴～⑵ ［略］ 

    ［新設］     ⑶ 保育所等の負担金および補助

金に関すること。 

   ［略］    ［略］ 

   公立保育所係    公立保育所係 

    ⑴～⑶ ［略］     ⑴～⑶ ［略］ 

   ［新設］    保育施設係 

     ⑴ 課所管施設の維持管理に関す

ること。 

   ［略］    ［略］ 

（担当課長の担任事務） （担当課長の担任事務） 

第15条 第３条第２項の規定により設置さ

れた担当課長の担任事務は、つぎのとお

りとする。 

第15条 第３条第２項の規定により設置さ

れた担当課長の担任事務は、つぎのとお

りとする。 

 教育振興部教育施策課長  教育振興部教育施策課長 

  ⑴～⑼ ［略］   ⑴～⑼ ［略］ 

 ［新設］  教育振興部教育福祉課長 

   ⑴ 特別支援教育に係る施策の企画、

立案および実施に関すること。 

   ⑵ 特別支援教育実施方針に係る事業

の調整および進行管理に関するこ

と。 

   ⑶ 心身障害児童生徒および区立学校

への支援に関すること。 

   ⑷ 心身障害児童生徒の就学および転

退学事務に関すること。 

   ⑸ 特別支援学級に関すること（他の

課に属するものを除く。）。 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

15



    付 則 ［略］     付 則 ［略］ 

     付 則 

  この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 
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練馬区教育委員会事務局組織　一覧

教育振興部　 教育振興部　

教育総務課 教育総務課

教育施策課 教育施策課

学務課 学務課

管理係 管理係

学事係 学事係

就学相談係

特別支援教育係

幼稚園係 幼稚園係

教育福祉課【新設】

特別支援教育係

教育福祉担当係【新設】

就学相談係

学校施設課 学校施設課

保健給食課 保健給食課

教育指導課 教育指導課

副参事 副参事

学校教育支援センター　 学校教育支援センター　

光が丘図書館 光が丘図書館

※学校教育支援センター・図書館の事項は、規則ではなく処務規程により定めている。

現 行 改 正 案
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練馬区教育委員会事務局組織　一覧

こども家庭部　 こども家庭部

子育て支援課 子育て支援課

庶務係 庶務係

児童手当係 児童手当係

児童館係 【廃止】

特別支援担当係 【廃止】

放課後対策第一係 【廃止】

放課後対策第二係 【廃止】

放課後対策調整係 【廃止】

こども育成係【新設】

学童入会係【新設】

放課後支援係【新設】

特別支援係【新設】

事業係【新設】

事業調整係【新設】

学校応援団・開放係 学校応援団・開放係

児童施設係 児童施設係

施設調整担当係【新設】

こども施策企画課 こども施策企画課

こども施策担当係 こども施策担当係

現 行 改 正 案

再
編

一
部
事
務
移
管

一
部
事
務
移
管
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保育課 保育課

管理係 管理係

保育企画担当係 保育企画担当係

保育ＤＸ係 保育ＤＸ係

公立保育所係 公立保育所係

保育施設係【新設】

保育人材育成係 保育人材育成係

巡回支援係 巡回支援係

巡回支援担当係 巡回支援担当係

保育所給食係 保育所給食係

保育所保健係 保育所保健係

保育支援係 保育支援係

私立保育所係 私立保育所係

地域型保育事業係 地域型保育事業係

保育サービス推進係 保育サービス推進係

入園相談係 入園相談係

保育認定係 保育認定係

保育計画調整課 保育計画調整課

青少年課 青少年課

子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター

在宅育児支援担当課 在宅育児支援担当課

育児支援係 育児支援係

子育て事業係 子育て事業係

事業推進係 事業推進係

こども通園事業係 こども通園事業係

副参事（児童相談担当） 副参事（児童相談担当）

※子ども家庭支援センター・在宅育児支援担当課の事項は、組織規則ではなく処務規程
　により定めている。

一
部
事
務
移
管
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議案第１１号 

 

 

  練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則の 

  一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和８年３月２３日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 

  練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則の 

  一部を改正する規則 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

2



   練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則（令和

７年９月練馬区教育委員会規則第14号）の一部をつぎのように改正する。 

 第15条中「利用終了時間」を「利用開始時間」に改める。 

 別表第３をつぎのように改める。 

別表第３（第11条、第16条関係） 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

区分 

１ 構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、75歳以上の者かつ区の区

域内（以下「区内」という。）に在住、在勤または在学の者である団体 

２ 構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、障害者かつ区内に在住、

在勤または在学の者である団体 

３ 構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、65歳以上の者かつ区内に

在住、在勤または在学の者である団体 

４ 構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、中学生以下の者かつ区内

に在住、在勤または在学の者である団体 

５ 構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が区内に在住、在勤または在

学の者である団体 

６ 構成員が10人未満で、そのうちの半数以上が、区内に在住、在勤もしく

は在学の者である団体または区内に在住、在勤もしくは在学の個人 

７ 前各項に掲げるもののほか、委員会が別に定める団体または個人 

８ 前各項のいずれにも該当しない団体および個人 

3



 

4



 

令 和 ８ 年 ３ 月 2 3日 

教育振興部教育総務課 

 

   練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する 

   規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

  利用者が施設の予約を自己の都合により直前にキャンセルもしくはキャン

セルを行わずに利用しなかった場合は、システムの利用を制限することとし

ている。施設の適切な利用を促すとともに、空室を他の利用者が使用する事

を可能とするため、利用制限がかかる時点を改める。 

  また、規則に規定された団体区分を、施設固有の優先団体に合わせた規定

とするため、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 予約のキャンセルに伴う利用制限を課す時点を、以下のとおり改正する。

（第15条関係） 

利用制限 改正前 改正後 

30日間の利用制限 
６日前から利用日の終了

時点までにキャンセル 

６日前から利用日の開始

時点までにキャンセル 

90日間の利用制限 
利用日の終了時点までに

キャンセルなしで施設利用なし 

利用日の開始時点までに

キャンセルなしで施設利用なし 

  

イメージ（施設予約をキャンセルした時に利用制限がかかる期日） 

  改正前 
～７日前まで  ６日前～  施設利用日当日   

▼利用開始時点  利用終了時点▼

利用時間後～  

     

 
  改正後 

～７日前まで  ６日前～  施設利用日当日   

▼利用開始時点  利用終了時点▼

利用時間後～  

     

  施設の適切な利用を促し、空室を他の利用者が使用する事が可能となる。 

 

利用制限  
なし 30 日間の利用制限 90 日間の 

利用制限 

利用制限  
なし 

30 日間の 
利用制限 90 日間の利用制限 

5



  

 ⑵ 別表第３に規定する団体の区分を、施設固有の優先団体に合わせた区分

に改める。（別表第３（第11条、第16条関係）） 

 
３ 施行期日 
  令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表 
  別紙のとおり 
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練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（利用の制限） （利用の制限） 

第15条 委員会は、施設の利用の予約をし

た登録者が利用予定日の６日前から利用

終了時間までの間に利用を取り消し、ま

たは変更（利用時間の延長を除く。）し

たときは、別に定めるところを除き、予

約システムの利用を当該利用予定日の翌

日から30日間制限することができる。 

第15条 委員会は、施設の利用の予約をし

た登録者が利用予定日の６日前から利用

開始時間までの間に利用を取り消し、ま

たは変更（利用時間の延長を除く。）した

ときは、別に定めるところを除き、予約

システムの利用を当該利用予定日の翌日

から30日間制限することができる。 

２ 委員会は、施設の利用の予約をした登

録者が利用終了時間までに利用の取消し

手続をしないで施設の利用をしなかった

ときは、別に定めるところを除き、予約

システムの利用を利用予定日の翌日から

90日間制限することができる。 

２ 委員会は、施設の利用の予約をした登

録者が利用開始時間までに利用の取消し

手続をしないで施設の利用をしなかった

ときは、別に定めるところを除き、予約

システムの利用を利用予定日の翌日から

90日間制限することができる。 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

 付 則 

  この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

  

別表第３（第11条、第16条関係） 

区分 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以

上が、75歳以上の者かつ区の区域内（以

下「区内」という。）に在住、在勤また

は在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以

上が、障害者かつ区内に在住、在勤また

は在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以

上が、65歳以上の者かつ区内に在住、在

勤または在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以

上が、中学生以下の者かつ区内に在住、

在勤または在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数 
 

別表第３（第11条、第16条関係） 

区分 

１ 構成員が10人以上で、そのうちの半

数以上が、75歳以上の者かつ区の区域

内（以下「区内」という。）に在住、

在勤または在学の者である団体 

２ 構成員が10人以上で、そのうちの半

数以上が、障害者かつ区内に在住、在

勤または在学の者である団体 

３ 構成員が10人以上で、そのうちの半

数以上が、65歳以上の者かつ区内に在

住、在勤または在学の者である団体 

４ 構成員が10人以上で、そのうちの半

数以上が、中学生以下の者かつ区内に

在住、在勤または在学の者である団体 

５ 構成員が10人以上で、そのうちの半 
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上が区内に在住、在勤または在学の者で 

ある団体 

構成員が10人未満でそのうちの半数以上

が区内に在住、在勤もしくは在学の者で

ある団体または区内に在住、在勤もしく

は在学の個人 

［新設］ 

 

上記のいずれにも該当しない団体および

個人 
 

数以上が区内に在住、在勤または在学 

の者である団体 

６ 構成員が10人未満で、そのうちの半

数以上が、区内に在住、在勤もしくは

在学の者である団体または区内に在

住、在勤もしくは在学の個人 

７ 前各項に掲げるもののほか、委員会

が別に定める団体または個人 

８ 前各項のいずれにも該当しない団体

および個人 
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議案第１２号 

 

 

 練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和８年３月２３日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 

 練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則の一部を改正する規則 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 



3 
 

練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則の一部を改正する規則 

 

練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則（平成28年５月練馬区教育

委員会規則第17号）の一部をつぎのように改正する。 

 第３条第２項中「教育振興部長の職にある者を充てる」を「委員の互選により

定める」に改める。 

 別表学識経験者の項中「１人」を「２人」に改め、同表教育委員会関係者の項

中「、教育振興部教育総務課長、教育振興部教育施策課長、教育振興部学務課長、

教育振興部学校施設課長、教育振興部教育指導課長」を削り、同表につぎのよう

に加える。 

地域団体等関係者 地域団体等の代表者（２人） 

   付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
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令和８年３月 23 日  

教育振興部教育施策課  

 

 

練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則の一部を改正する規則 

 

 

１ 改正の理由 

  練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会の専門的な知見に基づく検

討体制の強化を図るとともに、より広く意見を聴取するため、所要の改正を

行う。 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 「委員長は、教育振興部長の職にある者を充てる。」を「委員長は、委

員の互選により定める。」に改める。 

 ⑵ 学識経験者を「１人」から「２人」に改める。 

 ⑶ 教育委員会関係者のうち、「、教育振興部教育総務課長、教育振興部教

育施策課長、教育振興部学務課長、教育振興部学校施設課長、教育振興部

教育指導課長」を削除する。 

 ⑷ 地域団体等関係者を２人加える。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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7 
 

練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（組織） （組織） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 委員長は、教育振興部長の職にある者

を充てる。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

  

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

学校関係者 小学校長（２人）、中学校長（２

人）、幼稚園長（１人） 

学識経験者 教育に関する識見を有する者

（１人） 

教育委員会

関係者 

教育振興部長、教育振興部教育

総務課長、教育振興部教育施策

課長、教育振興部学務課長、教

育振興部学校施設課長、教育振

興部教育指導課長 

PTA関係者 練馬区小学校PTA連合協議会お

よび練馬区立中学校PTA連合協

議会の代表者（各１人） 

［新設］ ［新設］ 

 
 

学校関係者 小学校長（２人）、中学校長（２

人）、幼稚園長（１人） 

学識経験者 教育に関する識見を有する者

（２人） 

教育委員会

関係者 

教育振興部長 

 

 

 

 

PTA関係者 練馬区小学校PTA連合協議会お

よび練馬区立中学校PTA連合協

議会の代表者（各１人） 

地域団体等

関係者 

地域団体等の代表者（２人） 
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議案第１３号 

 

 

練馬区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月２３日 

 

提出者 教育長  三 浦 康 彰   

 

 

練馬区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。  
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練馬区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

練馬区立学校の管理運営に関する規則（昭和53年９月練馬区教育委員会規則第 

９号）の一部をつぎのように改正する。 

 第８条の５をつぎのように改める。 

（主任教諭等） 

第８条の５ 小・中学校に主務教諭を置くことができる。 

２ 主務教諭は、児童または生徒の教育をつかさどり、および命を受けて学校の

教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。 

３ 主務教諭の職名は、主任教諭とする。 

４ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童または生徒の養

護をつかさどり、および命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間

における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。 

５ 前項に規定する主務教諭の職名は、第３項の規定にかかわらず、主任養護教

諭とする。 

６ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童または生徒の栄

養の指導および管理をつかさどり、ならびに命を受けて学校の教育活動に関し

教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。 

７ 前項に規定する主務教諭の職名は、第３項の規定にかかわらず、主任栄養教

諭とする。 

 第９条第１項ただし書、同条第２項ただし書および同条第３項ただし書中「主

幹教諭」のつぎに「または教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な

調整を行う主務教諭」を加える。 

 第33条をつぎのように改める。 

（主任教諭および主任養護教諭） 

第33条 幼稚園に、特に高度の知識または経験を必要とする教諭の職として、主

任教諭を置くことができる。 

２ 幼稚園に、特に高度の知識または経験を必要とする養護教諭の職として、主

任養護教諭を置くことができる。 
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 第36条中「、第８条の５第１項および第２項」を削る。 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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令和８年３月 23 日 

教育振興部教育指導課 

 

 

練馬区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

学校教育法の改正に伴い、主務教諭が設置されたため。 

 

２ 改正の内容  

主務教諭の職の位置づけは現在東京都教育委員会で設置している主任教諭と同等で

あることから、名称は主任教諭を維持する整備を行うとともに、文言の整理を行う。 

 

【参考】職の位置づけと職務について（管理職を除く） 

 

 
 

主務教諭と主任教諭は 

同等の職 

 

改正前 
 

改正後 現行 

教諭 
教諭 教諭 

主務教諭 主任教諭 

主幹・指導教諭 主幹・指導教諭 主幹・指導教諭 

 

 

教諭 児童または生徒の教育をつかさどる。 

主任（主務）教諭 
児童または生徒の教育をつかさどり、および命を受けて学校の教

育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。 

主幹教諭 
校長および副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、なら

びに児童または生徒の教育をつかさどる。 

指導教諭 
児童または生徒の教育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員

に対して、教育指導の改善および助言を行う。 

 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表  

別紙のとおり 

 

 

 

 

国の制度 東京都の制度 



6 
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練馬区立学校の管理運営に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（主任教諭等） （主任教諭等） 

第８条の５ 小・中学校に、特に高度の知

識または経験を必要とする教諭の職とし

て、主任教諭を置くことができる。 

第８条の５ 小・中学校に主務教諭を置く

ことができる。 

２ 小・中学校に、特に高度の知識または

経験を必要とする養護教諭の職として、

主任養護教諭を置くことができる。 

２ 主務教諭は、児童または生徒の教育を

つかさどり、および命を受けて学校の教

育活動に関し教諭その他の職員間におけ

る総合的な調整を行う。 

３ 小・中学校に、特に高度の知識または

経験を必要とする栄養教諭の職として、

主任栄養教諭を置くことができる。 

３ 主務教諭の職名は、主任教諭とする。 

 ４ 小・中学校の実情に照らし必要がある

と認めるときは、児童または生徒の養護

をつかさどり、および命を受けて学校の

教育活動に関し教諭その他の職員間にお

ける総合的な調整を行う主務教諭を置く

ことができる。 

 ５ 前項に規定する主務教諭の職名は、第

３項の規定にかかわらず、主任養護教諭

とする。 

 ６ 小・中学校の実情に照らし必要がある

と認めるときは、児童または生徒の栄養

の指導および管理をつかさどり、ならび

に命を受けて学校の教育活動に関し教諭

その他の職員間における総合的な調整を

行う主務教諭を置くことができる。 

 ７ 前項に規定する主務教諭の職名は、第

３項の規定にかかわらず、主任栄養教諭

とする。 

（主任） （主任） 

第９条 小・中学校に教務主任、生活指導

主任、保健主任および学年主任を置く。

ただし、これらの主任の担当する校務を

整理する主幹教諭を置くときその他特別

の事情のあるときは、これらの主任を置

かないことができる。 

第９条 小・中学校に教務主任、生活指導

主任、保健主任および学年主任を置く。

ただし、これらの主任の担当する校務を

整理する主幹教諭または教育活動に関し

教諭その他の職員間における総合的な調

整を行う主務教諭を置くときその他特別
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の事情のあるときは、これらの主任を置

かないことができる。  

２ 小学校に研究主任を置く。ただし、当

該主任の担当する校務を整理する主幹教

諭を置くときその他特別の事情のあると

きは、これを置かないことができる。 

 

２ 小学校に研究主任を置く。ただし、当

該主任の担当する校務を整理する主幹教

諭または教育活動に関し教諭その他の職

員間における総合的な調整を行う主務教

諭を置くときその他特別の事情のあると

きは、これを置かないことができる。  

３ 中学校に進路指導主任を置く。ただし、

当該主任の担当する校務を整理する主幹

教諭を置くときその他特別の事情のある

ときは、これを置かないことができる。 

３ 中学校に進路指導主任を置く。ただし、

当該主任の担当する校務を整理する主幹

教諭または教育活動に関し教諭その他の

職員間における総合的な調整を行う主務

教諭を置くときその他特別の事情のある

ときは、これを置かないことができる。 

 

 （主任教諭および主任養護教諭） 

第33条 削除 第33条 幼稚園に、特に高度の知識または

経験を必要とする教諭の職として、主任

教諭を置くことができる。 

［新設］ ２ 幼稚園に、特に高度の知識または経験

を必要とする養護教諭の職として、主任

養護教諭を置くことができる。 

 

（準用規定） （準用規定） 

第36条 第３条から第６条まで、第７条、

第８条の５第１項および第２項、第16条

から第21条まで、第23条、第24条、第26

条、第27条ならびに第32条の規定は、幼

稚園に準用する。この場合において、「３

月26日から４月６日まで」とあるのは「３

月19日から４月７日まで」と、「校長」と

あるのは「園長」と、「小・中学校」とあ

るのは「幼稚園」と、「副校長」とあるの

は「副園長」と、「校務」とあるのは「園

務」と、「児童または生徒の教育」とある

のは「幼児の保育」と、「および同項を準

用する法第49条」とあるのは「を準用す

る法第28条」と、「学習指導要領」とある

のは「幼稚園教育要領」と読み替えるも

第36条 第３条から第６条まで、第７条、

第16条から第21条まで、第23条、第24条、

第26条、第27条ならびに第32条の規定は、

幼稚園に準用する。この場合において、

「３月26日から４月６日まで」とあるの

は「３月19日から４月７日まで」と、「校

長」とあるのは「園長」と、「小・中学校」

とあるのは「幼稚園」と、「副校長」とあ

るのは「副園長」と、「校務」とあるのは

「園務」と、「児童または生徒の教育」と

あるのは「幼児の保育」と、「および同項

を準用する法第49条」とあるのは「を準

用する法第28条」と、「学習指導要領」と

あるのは「幼稚園教育要領」と読み替え

るものとする。 
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のとする。 

  

付 則 ［略］ 付 則 ［略］ 

付 則 付 則 

  この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 
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議案第１４号 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部 

を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月２３日 

 

提出者 教育長  三 浦 康 彰   

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部 

を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。  



2 

 

 

   



3 

 

   練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改

正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成12年３月

練馬区教育委員会規則第７号）の一部をつぎのように改正する。 

 第２条第２項中「第23条第３項第１号」を「第23条第３項」に改め、「勤務

は、」のつぎに「同条第１項本文の」を加える。 

 第３条第２項を削る。 

 第４条を第５条とし、第３条のつぎにつぎの１条を加える。 

第４条 つぎに掲げる場合には、条例第23条第２項の規定による管理職員特別勤

務手当を支給しない。この場合において、条例第10条第１項の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員がした条例第23条第２項の勤務は、同条第１項本

文の勤務とみなす。 

 ⑴ 条例第23条第１項本文の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務をし

た場合 

 ⑵ 条例第23条第２項の勤務をした後、引き続いて同条第１項本文の勤務をし

た場合 

 付則第２項中「第３条第１項第１号」を「第３条第１号」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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令和８年３月 23 日  

教育振興部教育指導課 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

国の取扱い（令和６年人事院勧告）との均衡等を踏まえ、管理職員の処遇改善（管

理職特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大）を図るため。 

 

２ 改正の内容  

週休日等以外の日における支給対象時間の拡大に伴う規定の整備を行うとともに、

文言の整理を行う。 

 

・ 引き続く勤務について 

週休日等の勤務→平日夜間の勤務 

平日夜間の勤務→週休日等の勤務 

 

 

【参考】管理職特別勤務手当の額 

同規則より抜粋 

第２条 条例第23条第３項第1号の練馬区教育委員会規則（以下「規則」とい

う。）で定める額は、つぎの各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。（略） 

ア 園長  10,000円 

イ 副園長 8,000円（略） 

第３条 条例第23条第３項第２号の規則で定める額は、つぎの各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。（略） 

ア 園長  5,000円 

イ 副園長 4,000円 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日 

  

４ 新旧対照表  

別紙のとおり 

 

 

 

条例第23条第３項第１号＝週休日等の勤務 

条例第23条第３項第２号＝平日夜間の勤務 

いずれも「週休日等の勤務」とみなす。 
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練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（管理職員特別勤務手当の額等） （管理職員特別勤務手当の額等） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 条例第23条第３項第１号の規則で定め

る勤務は、勤務に従事した時間が６時間

を超える場合の勤務とする。 

２ 条例第23条第３項の規則で定める勤務

は、同条第１項本文の勤務に従事した時

間が６時間を超える場合の勤務とする。 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 条例第23条第１項本文の規定による勤

務をした後、引き続いて同条第２項の規

定による勤務をした条例第10条第１項の

規定に基づき管理職手当の支給を受ける

職員には、その引き続く勤務に係る条例

第23条第２項の規定による管理職員特別

勤務手当を支給しない。 

［削る］ 

［新設］ 第４条 つぎに掲げる場合には、条例第23

条第２項の規定による管理職員特別勤務

手当を支給しない。この場合において、

条例第10条第１項の規定に基づき管理職

手当の支給を受ける職員がした条例第23

条第２項の勤務は、同条第１項本文の勤

務とみなす。 

   ⑴ 条例第23条第１項本文の勤務をした

後、引き続いて同条第２項の勤務をし

た場合 

 ⑵ 条例第23条第２項の勤務をした後、

引き続いて同条第１項本文の勤務をし

た場合 

第４条 ［略］ 第５条 ［略］ 

  

付 則 付 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ 当分の間、条例付則第７条第１項の規

定の適用を受ける職員の管理職員特別勤

務手当の額は、第２条第１項第１号およ

び第３条第１項第１号に定める額に100

分の70を乗じて得た額（その額に、50円

未満の端数を生じたときはこれを切り捨

２ 当分の間、条例付則第７条第１項の規

定の適用を受ける職員の管理職員特別勤

務手当の額は、第２条第１項第１号およ

び第３条第１号に定める額に100分の70

を乗じて得た額（その額に、50円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、50
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て、50円以上100円未満の端数を生じたと

きはこれを100円に切り上げるものとす

る。）とする。 

円以上100円未満の端数を生じたときは

これを100円に切り上げるものとする。）

とする。 

 付 則 

  この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

 



1 

 

議案第１５号 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月２３日 

 

提出者 教育長  三 浦 康 彰   

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 

   

  



2 

 

 



3 

 

   練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成12年３月練馬区教育委 

員会規則第８号）の一部をつぎのように改正する。 

 第５条第１項中「から第13号まで」を削り、第11号から第13号までを削り、第

14号を第11号とし、第15号を第12号とし、同条第５項中「、修学部分休業により

勤務しない時間、高齢者部分休業により勤務しない時間、育児部分休業により勤

務しない時間または子育て部分休暇」を「または修学部分休業」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



4 
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令和８年３月 23 日 

教育振興部教育指導課 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

給与条例の改正に伴い、職務給原則の更なる徹底を図り、職務・職責をより重視し

たメリハリのある給与制度を実現することで、休暇の取得もしやすくなるなど働きや

すさが向上し、結果として昇任への意欲が高まるようにするため。 

また、学校教育法の改正に伴い、主務教諭が設置されたため。 

 

２ 改正の内容 

⑴ 欠勤等日数の算定から高齢者部分休業、育児部分休業、子育て部分休暇を除く。 

対象 改正前 改正後 

高齢者部分休業 

育児部分休業 

子育て部分休暇 

７時間45分をもって 

１／３日に換算する 
算定しない 

 

【参考】給与条例の改正に伴う勤勉手当の減額率の見直しについて 

  令和７年12月２日から、欠勤日数に応じた減額率が引き上げられた。 

（例）私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日あること 

     減額率：100分の30→100分の40 

 

⑵ 主務教諭の設置による管理運営規則の改正に伴い、文言の整理を行う。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中

のつぎに掲げる期間（第５項の規定の適

用を受けるものを除く。以下「欠勤等の

期間」という。）ごとに当該欠勤等の期間

から練馬区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12年

３月練馬区条例第72号。以下「勤務時間

条例」という。）第５条および第６条の規

定による週休日、勤務時間条例第12条お

よび第13条の規定による休日ならびに勤

務時間条例第14条第１項の規定により指

定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例

の規定による１日の正規の勤務時間（以

下「１日の正規の勤務時間」という。）に

ついて勤務しない時間を合計した時間を

７時間45分をもって１日（第１号から第

３号までおよび第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、

第10号から第13号までに掲げる期間にあ

っては３分の１日とする。）として換算

した日数（１日（第１号から第３号まで

および第６号から第９号までに掲げる期

間にあっては２分の１日とし、第10号か

ら第13号までに掲げる期間にあっては３

分の１日とする。）未満の端数の時間が

あるときはこれを切り捨てた日数とす

る。）を合計した日数とする。 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中

のつぎに掲げる期間（第５項の規定の適

用を受けるものを除く。以下「欠勤等の

期間」という。）ごとに当該欠勤等の期間

から練馬区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12年

３月練馬区条例第72号。以下「勤務時間

条例」という。）第５条および第６条の規

定による週休日、勤務時間条例第12条お

よび第13条の規定による休日ならびに勤

務時間条例第14条第１項の規定により指

定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例

の規定による１日の正規の勤務時間（以

下「１日の正規の勤務時間」という。）に

ついて勤務しない時間を合計した時間を

７時間45分をもって１日（第１号から第

３号までおよび第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、

第10号に掲げる期間にあっては３分の１

日とする。）として換算した日数（１日

（第１号から第３号までおよび第６号か

ら第９号までに掲げる期間にあっては２

分の１日とし、第10号に掲げる期間にあ

っては３分の１日とする。）未満の端数

の時間があるときはこれを切り捨てた日

数とする。）を合計した日数とする。 

⑴～⑽ ［略］  ⑴～⑽ ［略］ 

⑾ 法第26条の３第１項に規定する高齢

者部分休業（以下「高齢者部分休業」と

いう。）をしている職員として在職し

た期間 

 ［削る］ 

⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した

 ［削る］ 
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期間 

⒀ 勤務時間条例第18条の３第１項に規

定する子育て部分休暇（以下「子育て

部分休暇」という。）により勤務しない

期間 

 ［削る］ 

 ⒁ ［略］ ⑾ ［略］ 

 ⒂ ［略］ ⑿ ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の

欠勤等日数の算定に当たっては、１日の

正規の勤務時間の一部について、私事欠

勤等の取扱いを受けた時間、修学部分休

業により勤務しない時間、高齢者部分休

業により勤務しない時間、育児部分休業

により勤務しない時間または子育て部分

休暇により勤務しない時間（以下「部分

休業等により勤務しない時間」という。）

があるときは、教育委員会が別に定める

ところにより、日または時間に換算し、

第１項の換算した日数、合計した日数ま

たは勤務しない時間に加算する。 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の

欠勤等日数の算定に当たっては、１日の

正規の勤務時間の一部について、私事欠

勤等の取扱いを受けた時間または修学部

分休業より勤務しない時間（以下「部分

休業等により勤務しない時間」という。）

があるときは、教育委員会が別に定める

ところにより、日または時間に換算し、

第１項の換算した日数、合計した日数ま

たは勤務しない時間に加算する。 

  

付 則 ［略］ 付 則 ［略］ 

 付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

別表第２（第11条関係） 別表第２（第11条関係） 

職員の区分 割合 

園長 100分の12 

副園長 100分の10 

練馬区立学校の管

理運営に関する規

則（昭和53年９月練

馬区教育委員会規

則第９号)第36条の

規定により準用す

る同規則第８条の

５第１項または第 

100分の５ 

 

職員の区分 割合 

園長 100分の12 

副園長 100分の10 

職員のうちその属

する職務の級が２

級であるもの 

 

 

 

 

 

100分の５ 
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２項に規定する主

任教諭または主任

養護教諭 

 

 

  

 

 
 

 



1 

 

議案第１６号 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年３月２３日 

 

提出者 教育長  三 浦 康 彰   

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 

   

  



2 

 

 



3 

 

   練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成12年３月練馬区教育委 

員会規則第９号）の一部をつぎのように改正する。 

 第４条第１項第１号中「100分の120」を「100分の118.75」に、「100分の

137.5」を「100分の136.25」に改め、同項第２号中「100分の60」を「100分の

58.75」に、「100分の68.75」を「100分の67.5」に改める。 

第５条第６項中「または子育て部分休暇」を「、子育て部分休暇、高齢者部

分休業または病気休暇」に、「介護休暇に」を「介護休暇、高齢者部分休業また

は病気休暇に」に改める。 

   付 則                                

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  



4 
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令和８年３月 23 日 

教育振興部教育指導課 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

給与条例の改正に伴い、勤勉手当の支給月額を定め、職務給原則の更なる徹底を図

り、職務・職責をより重視したメリハリのある給与制度を実現することで、休暇の取

得もしやすくなるなど働きやすさが向上し、結果として昇任への意欲が高まるように

するため。 

また、学校教育法の改正に伴い、主務教諭が設置されたため。 

 

 

２ 改正の内容 

⑴ 管理職および一般職員の支給割合を改定する。 

支給対象 

支給割合 

定年前再任用短時間勤務職員以外 定年前再任用短時間勤務職員 

改正前 改正後 改正前 改正後 

管理職 100分の137.5 100分の136.25 100分の68.75 100分の67.5 

一般職員 100分の120 100分の118.75 100分の60 100分の58.75 

 

⑵ 高齢者部分休業および病気休暇の取扱いについて、それぞれの実取得期間が30日

を超えた場合に限り欠勤等日数に算定する旨を定める。 

対象 改正前 改正後 

高齢者部分休業 

病気休暇 

７時間45分をもって 

１日に換算する 

30日を超える場合は 

７時間45分をもって 

１日に換算する 

 

【参考】給与条例の改正に伴う勤勉手当の減額率の見直しについて 

  令和７年12月２日から、欠勤日数に応じた減額率が引き上げられた。 

（例）私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日あること 

     減額率：100分の30→100分の40 

 

 ⑶ 主務教諭の設置による管理運営規則の改正に伴い、文言の整理を行う。 
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３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（支給割合） （支給割合） 

第４条 条例第30条第２項の教育委員会規

則で定める支給割合は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ当該各号に定める割

合に勤務期間におけるその者の別表第一

上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同

表下欄に定める割合を乗じて得た割合に

次項に規定する成績率を乗じて得た割合

とする。 

第４条 条例第30条第２項の教育委員会規

則で定める支給割合は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ当該各号に定める割

合に勤務期間におけるその者の別表第一

上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同

表下欄に定める割合を乗じて得た割合に

次項に規定する成績率を乗じて得た割合

とする。 

⑴ 法第22条の４第１項または第22条の

５第１項の規定により採用された職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）以外の職員 100分の120（条

例第10条の規定に基づき管理職手当の

支給を受ける職員にあっては100分の

137.5） 

⑴ 法第22条の４第１項または第22条の

５第１項の規定により採用された職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）以外の職員 100分の118.75

（条例第10条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては100

分の136.25） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 100

分の60（条例第10条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員にあって

は100分の68.75） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 100

分の58.75（条例第10条の規定に基づき

管理職手当の支給を受ける職員にあっ

ては100分の67.5） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第１項および前２項の規定は、介護

休暇、育児部分休業または子育て部分

休暇により勤務しない期間について

は、それぞれ日を単位として承認され

た場合における勤務しない期間から週

休日等を除いた日と時間を単位として

承認された場合における勤務しない時

間を７時間45分をもって１日として換

算した日および１日未満の端数の時間

（育児短時間勤務職員等として在職し

た期間において介護休暇により勤務し

ない期間にあっては、日を単位として

６ 第１項および前２項の規定は、介護

休暇、育児部分休業、子育て部分休暇、

高齢者部分休業または病気休暇により

勤務しない期間については、それぞれ

日を単位として承認された場合におけ

る勤務しない期間から週休日等を除い

た日と時間を単位として承認された場

合における勤務しない時間を７時間45

分をもって１日として換算した日およ

び１日未満の端数の時間（育児短時間

勤務職員等として在職した期間におい

て介護休暇、高齢者部分休業または病
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承認された場合における勤務しない期

間から週休日等を除いた日における勤

務しない時間と時間を単位として承認

された場合における勤務しない時間を

合計した時間を育児短時間勤務職員等

に係る算出率で除して得た時間を７時

間45分をもって１日として換算した日

および１日未満の端数の時間とし、定

年前再任用短時間勤務職員として在職

した期間において介護休暇、育児部分

休業または子育て部分休暇により勤務

しない期間にあっては、日を単位とし

て承認された場合における勤務しない

期間から週休日等を除いた日における

勤務しない時間と時間を単位として承

認された場合における勤務しない時間

をそれぞれ合計した時間を勤務時間条

例第３条第３項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数（以下

「定年前再任用短時間勤務職員に係る

算出率」という。）で除して得た時間を

７時間45分をもって１日として換算し

た日および１日未満の端数の時間とす

る。）を合計した日および時間が30日

を超えない場合は、適用しない。 

気休暇により勤務しない期間にあって

は、日を単位として承認された場合に

おける勤務しない期間から週休日等を

除いた日における勤務しない時間と時

間を単位として承認された場合におけ

る勤務しない時間を合計した時間を育

児短時間勤務職員等に係る算出率で除

して得た時間を７時間45分をもって１

日として換算した日および１日未満の

端数の時間とし、定年前再任用短時間

勤務職員として在職した期間において

介護休暇、育児部分休業、子育て部分

休暇、高齢者部分休業または病気休暇

により勤務しない期間にあっては、日

を単位として承認された場合における

勤務しない期間から週休日等を除いた

日における勤務しない時間と時間を単

位として承認された場合における勤務

しない時間をそれぞれ合計した時間を

勤務時間条例第３条第３項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得

た数（以下「定年前再任用短時間勤務

職員に係る算出率」という。）で除して

得た時間を７時間45分をもって１日と

して換算した日および１日未満の端数

の時間とする。）を合計した日および

時間が30日を超えない場合は、適用し

ない。 

７ ［略］ ７ ［略］ 

付 則 ［略］ 付 則 ［略］ 

 付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

別表第３（第11条関係） 別表第３（第11条関係） 

職員の区分 割合 

園長 100分の12 

副園長 100分の10 

  
  
  

職員の区分 割合 

園長 100分の12 

副園長 100分の10 
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練馬区立学校の管

理運営に関する規

則(昭和53年９月練

馬区教育委員会規

則第９号)第36条の

規定により準用す

る同規則第８条の

５第１項または第

２項に規定する主

任教諭または主任

養護教諭 

100分の５ 

 

  
職員のうちその属

する職務の級が２

級であるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

100分の５ 

 

 



 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 23日 

教育振興部教育総務課 

 

 

練馬区教育委員会情報セキュリティ基本方針の策定について 

 

 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の６第１項の規定に基づ

き、下記のとおり「練馬区教育委員会情報セキュリティ基本方針（以下

「基本方針」という。）」を策定する。 

 

記 

 

１ 策定の理由 

地方自治法の一部改正により、ⅮⅩの進展を踏まえた対応として、地方公

共団体の議会、長その他の執行機関は、それぞれサイバーセキュリティを確

保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない

ものとされたため。 

 

２ 策定の内容 

 ⑴ 目的 

   教育委員会における情報セキュリティ（サイバーセキュリティを含

む。）対策について基本的な事項を定めることを目的とする。 

⑵ 適用範囲 

  教育委員会および教育委員会事務局 

⑶ 職員等の遵守義務 

  教育委員会事務局の職員、教育委員等は、情報セキュリティの重要性に

ついて共通認識を持ち、情報資産を適切に取り扱わなければならない旨定

める。 

⑷ 情報セキュリティ対策 

情報資産の保護のために講じる情報セキュリティ対策について定める。 

⑸ 情報セキュリティ点検の実施 

  定期的または必要に応じて点検を実施することについて定める。 

⑹ 情報セキュリティ対策の見直し 

情報セキュリティ対策を定期的または必要に応じて見直し、情報セキュリ

ティの向上を図る旨定める。 

1



 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 基本方針（案） 

  別紙のとおり 

 

５ 基本方針の公表 

策定した基本方針については、練馬区ホームページで公表する。 
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   練馬区教育委員会情報セキュリティ基本方針 

令和 年 月 日  
練教教教第  号  

目次 

 １ 目的 

 ２ 定義 

 ３ 適用範囲 

 ４ 職員等の遵守義務 

 ５ 情報セキュリティ対策 

 ６ 情報セキュリティ点検の実施 

 ７ 情報セキュリティ対策の見直し 

 付則 

 

１ 目的 

  この基本方針は、練馬区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が保有

する情報資産の機密性、完全性および可用性を維持するため、教育委員会が実

施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とす

る。 

２ 定義 
  この基本方針において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ ネットワーク 

   電子情報の伝達を目的として設置される通信回線網をいう。 

 ⑵ 情報システム 

   電子計算組織単体またはネットワークにより構成された複数の電子計算

組織を用いて情報を処理するための仕組みをいう。 

 ⑶ 情報セキュリティ 

   情報資産の機密を保持し、正確性および完全性を維持し、ならびに定めら

れた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。 

 ⑷ 機密性 

   情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる

状態を確保することをいう。 

 ⑸ 完全性 

   情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保することをいう。 

 ⑹ 可用性 

   情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されるこ

（案） 
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となく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 

 ⑺ 情報資産 

   情報システム、ネットワーク、記録媒体、帳票、重要情報を含む文書およ

びシステム設計書その他のドキュメント類ならびにこれらで取り扱われて

いる情報をいう。 

 ⑻ 脅威 

   部外者の侵入、不正アクセス、ウィルス攻撃および情報資産の持ち出し等

による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去等をいう。 

３ 適用範囲 

 ⑴ 行政機関の範囲 

   この基本方針が適用される範囲は、教育委員会および教育委員会事務局

（以下「事務局」という。）とする。ただし、事務局の職員についてこの基

本方針に定めのない事項は、練馬区情報セキュリティに関する基本方針（平

成27年10月５日）および練馬区情報セキュリティに関する要綱（平成20年３

月31日19練企情第1686号）を適用する。 

 ⑵ 情報資産の範囲 

   この基本方針は、２⑺に規定する情報資産のうち、漏えい、破壊、改ざん、

消去等またはそのおそれから保護するために管理を要するものを対象とす

る。 

４ 職員等の遵守義務 

  事務局の職員、教育委員等（以下これらを「職員等」という。）は、情報セ

キュリティの重要性について共通の認識を持ち、情報資産を適切に取り扱わ

なければならない。 

５ 情報セキュリティ対策 

  ２⑻に規定する脅威から情報資産を保護するために、つぎに掲げる情報セ

キュリティ対策を講じる。 

 ⑴ 情報資産の分類と管理 

   教育委員会の保有する情報資産を機密性、完全性および可用性に応じて

分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。 

 ⑵ 物理的セキュリティ 

   サーバ、情報システム室、通信回線および職員等のパソコン等の管理につ

いて、物理的な対策を講じる。 

 ⑶ 人的セキュリティ 

   情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項について、教育および

啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

 ⑷ 技術的セキュリティ 
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   コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセ

ス対策等の技術的対策を講じる。 

 ⑸ 業務委託と外部サービス（クラウドサービス）の利用 

  ア 業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件

を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策

が確保されていることを確認し、および必要に応じて契約に基づいた措

置を講じる。 

  イ 外部サービス（クラウドサービス）を利用する場合には、利用に係る規

定を整備し対策を講じる。 

  ウ ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディ

アサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信でき

る情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を

定める。 

６ 情報セキュリティ点検の実施   

情報セキュリティ対策の遵守状況を検証するため、定期的または必要に応じ

て情報セキュリティ点検を実施する。 

７ 情報セキュリティ対策の見直し 

  情報セキュリティ点検の結果および情報セキュリティを取り巻く状況の変

化を踏まえ、５に掲げる情報セキュリティ対策を定期的または必要に応じて

見直し、情報セキュリティの向上を図る。 

   付 則 

 この方針は、令和８年４月１日から施行する。 
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令和８年３月 10 日  

人事戦略担当部職員課 

 

 

令和８年度組織改正について 

 

１ 組織改正の内容 

現 行 改 正 後 主な改正内容 
 
教育振興部 

 

学務課 

 
教育振興部 

 

（同左） 

 

教育福祉課 

（新設） 

 
特別な配慮が必要な児童生

徒や保護者、学校への支援を

強化するため、担当課を設置

する。 
 

 

２ 改正年月日 

令和８年４月１日 

 

３ 区民への周知 

ねりま区報３月 21日号に掲載する。 
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令和８年３月23日 

教育振興部学務課 

 

今後の特別支援学級の増設について 

 

 今後の区立小中学校における特別支援教育や特別な配慮を必要とする児童生徒への取組

を充実させるため、令和７年３月に策定した「練馬区特別支援教育実施方針」に基づき、

特別支援学級を増設する。 

 

１ 知的障害学級 

 (1) 増設の考え方 

   既存の知的障害学級在籍者数や地域的な偏在等を考慮し、今後の小中学校の改築計

画を踏まえて設置校を選定する。 

 

(2) 増設予定校 

 学校名 備考 

令和9年度 
中村西小学校 

(改築校) 

９年度の 1 学期に既存校舎内で開級し、２学期に

仮設校舎へ移転 

令和13年度 
大泉学園中学校 

(改築校) 

12 年度２学期から仮設校舎の使用を開始するが、

12年度は準備期間とし、13年度1学期に開級 

 ※今後の学級在籍児童生徒数の推移等を踏まえ、上記以外の学校への学級増設を検討 

  する。 

 

２ 自閉症・情緒障害学級（固定学級） 

(1) 新設の考え方 

自閉症・情緒障害学級（固定学級）のニーズを考慮し、特別支援教室拠点校のスペ

ースの活用等により、早期設置を図るとともに、今後の小中学校の改築計画を踏まえ

て設置校を選定する。 

 

(2) 設置予定校 

 学校名 備考 

令和10年度 豊玉南小学校 既存校（特別支援教室拠点校） 

令和10年度 豊玉第二中学校 既存校（特別支援教室拠点校） 

令和11年度 八坂中学校 既存校（特別支援教室拠点校） 

令和15年度 上石神井中学校 改築校 

 ※今後の学級在籍児童生徒数の推移等を踏まえ、上記以外の学校への学級設置を検討 

  する。 
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令和８年３月23日 

教育振興部学務課 

こども家庭部こども施策企画課 

 

練馬こども園に対する新規補助事業の開始等および 

私立幼稚園園児保護者補助金の支給方法の変更について 

 

 

令和８年度より、練馬こども園、私立幼稚園および園児保護者への支援、負

担軽減に向け、下記のとおり、補助制度の新規創設・充実を行う。 

 

記 

 

１ 練馬こども園低年齢型運営支援補助事業の開始 

⑴ 事業概要 

ア 事業目的 

練馬こども園低年齢型(※)を運営する私立幼稚園に対し、開設および運

営体制確保に必要な経費を補助する。 

  ※ ３歳未満児を対象とした９時間以上の保育 

イ 補助対象園 

   練馬こども園低年齢型を運営する私立幼稚園 

ウ 補助対象経費 

練馬こども園運営に必要な人件費その他の体制確保費 

エ 補助金額 

   (ア) 令和５年度以降に練馬こども園低年齢型の運営を開始した園 

   低年齢型定員数×開所時間等に応じた単価（600千円～800千円） 

※ １施設当たりの補助上限額は、10,000千円 

   (イ) 令和４年度までに練馬こども園低年齢型の運営を開始した園 

   以下ｱ)およびｲ)の合計額 

ｱ) 低年齢型定員数×開所時間等に応じた単価（360千円～480千円） 

※ １施設当たりの補助上限額は、6,000千円 

ｲ) 2,000千円 

      ※ 練馬こども園低年齢型の定員を増員した場合に限る。 

オ 補助回数 

    １回限り 

カ 補助事業実施期間 

    ４年間（令和８年度から令和11年度まで） 

  ⑵ 経費 

  81,020千円 
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２ 練馬こども園化推進補助事業（家賃手当補助）の制度拡充 

 ⑴ 事業目的 

   練馬こども園の安定した運営が継続できるよう、園が職員へ支給する家

賃手当に係る経費を補助する。 

 ⑵ 制度拡充内容 

   家賃手当補助の対象となる職員の要件を、つぎのとおり変更する。 

   （現 行）練馬こども園業務に従事し、採用10年目以内の保育士、幼稚

園教諭等 

   （変更後）練馬こども園業務に従事し、本制度（家賃手当補助）を適用

してから10年目以内の保育士、幼稚園教諭等 

  ⑶ 経費 

  42,274千円 

 

３ 私立幼稚園園児保護者補助金の支給方法の変更 

 ⑴ 概要 

   私立幼稚園園児保護者に対する区からの補助金について、支給方法を償

還払い方式(※1)から法定代理受領方式(※2)へ変更する。 

 （※１）償還払い方式 

      園が保育料等の費用を保護者から徴収する際、区から保護者へ支

給される補助額分を考慮せず（差し引かず）徴収する方式。保護者

の一時的な費用負担が大きい。 

     保護者への補助金は、後日区から支給する。 

（※２）法定代理受領方式 

      園が保育料等の費用を保護者から徴収する際、区から保護者へ支

給される補助額分を差し引いた上で徴収する方式。保護者の一時的

な費用負担が小さい。 

⑵ 法定代理受領方式へ変更する補助金 

  ア 副食費補助金 

  イ 預かり保育料補助金 

⑶ 法定代理受領対象者 

   区内の私立幼稚園に通う園児の保護者 

⑷ その他 

   保育料（預かり保育料を除く。）に係る補助金については、国が定める

標準システムの稼働に合わせ、令和９年４月から法定代理受領方式への移

行を予定 
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令和８年３月 23 日 

こども家庭部こども施策企画課 

 

第３期練馬区子ども・子育て支援事業計画の代用計画の策定について 

 

 「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ど

も・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支

援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 26 年内閣府告示第

159 号。以下「基本指針」という。）の改正により、市町村子ども・子育て支援

事業計画に、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園事業）に係る基本的記載事

項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体

制に関する事項を示すことが求められている。 

 これを踏まえ、当該事項に関する区の考え方を示すため、第３期練馬区子ど

も・子育て支援事業計画の代用計画を以下のとおり策定する。 

 

１ 基本指針改正の趣旨 

  国制度では、乳児等通園支援事業が満３歳以上の児童を対象としていない

ことを踏まえ、区における教育・保育施設と乳児等通園支援事業者との連携・

接続に関する推進方策について、市町村子ども・子育て支援事業計画で定め

ることを求めるものである。 

  当該事項については、地方版子ども・子育て会議等の意見を聴取した上で、

計画の変更または国が示す参考様式を用いて代用計画を策定する必要がある。 

 

２ 区の対応 

  乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関

する事項について、以下のとおり代用計画により定める。 

 ⑴ 乳児等通園支援事業は、乳幼児期の発達を切れ目なく支援するため、３

歳になる年度末まで利用できるよう制度を拡充して実施する。 

 ⑵ 乳児等通園支援事業利用終了後の保護者に対する教育・保育施設への 

円滑な移行を支援する。 

 

３ 代用計画（案） 

  別添のとおり 

 

４ 経過および今後の予定 

  令和８年２月  練馬区子ども・子育て会議で意見聴取 

      ３月  代用計画策定 

      ４月  区ホームページで公表 
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【参考】こども誰でも通園事業の対象年齢 

 

 

区独自に対象年齢を拡大し、教育・保育等を一体的に提供する体制を確保 

０歳６か月 満３歳到達 ３歳になる年度末 

対象 対象外 国制度 

区事業 対象 対象 

幼稚園等 

幼稚園等 

小学校就学 




